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2はじめに

◼ 第1回本作業会（2024年7月19日）において、運用容量等の基本的事項を事務局より紹介した際、想定故障
（クライテリア）の違いについて、下記のようなご意見をいただいたところ。

➢ まず基本として運用容量に関する考え方をエリア間で揃えていくことが重要になってくる

➢ 今後、作業会の中で、エリア間の違いがあるという部分に関しては、ぜひ理由を深掘りいただいて、その合理的な取り扱い
について整理していくという方針でぜひ進めていただければと思っている

➢ 各検討した結果として、その違いがやむを得ないものであれば残っても仕方がないが、その違いが合理的なものかどうかまで
ぜひ踏み込んでいただきたい

◼ 今回、一般送配電事業者の協力を得て、主に同期安定性の面から、N-1故障及びN-2故障に関する事故様相、
および安定化の考え方について現状の実態を調査し、今後の検討の進め方を整理したため、ご議論いただきたい。
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出所）第2回将来の運用容量等の在り方に関する作業会（2024年8月29日）資料5をもとに作成
https://www.occto.or.jp/iinkai/chouseiryoku/jukyuchousei/2024/2024_unyouyouryousagyoukai_02_haifu.html

（参考） 想定故障（クライテリア）に関する課題

https://www.occto.or.jp/iinkai/chouseiryoku/jukyuchousei/2024/2024_unyouyouryousagyoukai_02_haifu.html
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6想定故障と供給信頼度基準（クライテリア）

◼ 通常想定し得る故障は、送配電等業務指針において、電力設備の単一故障（以下、N-1故障）および電力
設備の2箇所同時喪失を伴う故障（以下、N-2故障）と定義している。

◼ N-1故障では原則、供給・発電支障を許容しないこととし、一方、N-1故障よりも発生確率は低いが影響が大きい
N-2故障では供給・発電支障は許容するが、社会的影響が大きい場合は別途対策を検討することとしている。

出所）電力広域的運営推進機関 送配電等業務指針（令和6年4月10日変更）より抜粋
https://www.occto.or.jp/article/files/shishin2404.pdf

https://www.occto.or.jp/article/files/shishin2404.pdf


7クライテリアの考え方（全体像）

◼ 現行の送配電等業務指針に示されているクライテリアの考え方（全体像）を整理すると以下のようになる。

N-2故障時に
無制御で安定か？

安定（発電・
供給支障なし）

不安定
（発電支障）

不安定
（供給支障）

発電支障による社会的影響
が限定的であればOK？

供給支障による社会的影響
が限定的であればOK？

問題なし（OK）

系統制御（電源制限）に
より安定化できればOK？

系統制御（負荷制限）に
より安定化できればOK？

電源制限による周波数低下で負荷
制限に至っても安定化できればOK？

負荷制限（停電）の長期化により
社会的影響が大きければNG？

N-1故障時に
無制御で安定か？

安定（発電・
供給支障なし）

不安定
（発電支障）

不安定
（供給支障）

系統制御（電源制限）に
より安定化できればOK？

供給支障による社会的影響
が限定的であればOK？

問題なし（OK）
<凡例>
OK:クライテリアを満足しており、運用対策

（容量制約や安定化装置等）ならびに
設備対策が不要であることを指す。

NG:クライテリアを満足しておらず、運用対策
（容量制約や安定化装置等）または
設備対策が必要であることを指す。



8クライテリアの考え方（全体像）に関する各論点

◼ 一方、それぞれの枠の考え方については、エリアによって解釈が異なる可能性があるため、アンケート調査を実施。

N-2故障時に
無制御で安定か？

安定（発電・
供給支障なし）

不安定
（発電支障）

不安定
（供給支障）

発電支障による社会的影響
が限定的であればOK？

供給支障による社会的影響
が限定的であればOK？

問題なし（OK）

系統制御（電源制限）に
より安定化できればOK？

系統制御（負荷制限）に
より安定化できればOK？

電源制限による周波数低下で負荷
制限に至っても安定化できればOK？

負荷制限（停電）の長期化により
社会的影響が大きければNG？

N-1故障時に
無制御で安定か？

安定（発電・
供給支障なし）

不安定
（発電支障）

不安定
（供給支障）

系統制御（電源制限）に
より安定化できればOK？

供給支障による社会的影響
が限定的であればOK？

問題なし（OK）

④N-1故障で許容される社会的影響とは？

③N-1電源制限量の限界値は？

①そもそもどういった事故様相が
N-1 or N-2故障なのか？

⑤局所的脱調（系統制御なし）は許容されるのか？

⑥N-2電源制限量の限界値は？

⑦N-2故障で許容される社会的影響とは？

（負荷制限の在るべき姿で検討）

②ルート断に至るN-2、
至らないN-2、両方
とも確認しているか？
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【論点①：そもそもどういった事故様相がN-1故障 or N-2故障なのか？】

◼ 同じ事故様相であっても、エリアによって分類が異なっていないか？（運用容量として異なる制約になっていないか）

【論点②：ルート断に至るN-2故障、至らないN-2故障、両方とも確認しているか？】

◼ 1ルート連系箇所（電源線含む）におけるN-2故障として、ルート断（系統分離）に至るN-2（6LG）だけでなく、
ルート断に至らない（連系維持される）N-2（3φ4LG等）も確認しているか？ ※連系線についても要確認

【論点③：N-1電源制限量の限界値は？】

◼ N-1電源制限量の限界値を定めているか？（例えば、負荷制限に至らない許容電源脱落量など）
また、定めている場合はそれで安定化できる範囲を運用容量（運用容量制約）としているか？

【論点④：N-1故障で許容される社会的影響とは？】

◼ どこまでならN-1故障による供給支障を許容しているか？（運用容量を制約しない事象と見做しているか）

【論点⑤：局所的脱調（系統制御なし）は許容されるのか？】

◼ N-2故障において、局所的な脱調（脱調分離リレーで事故波及防止できる等）は許容しているか？

【論点⑥：N-2電源制限量の限界値は？】

◼ N-2電源制限量の限界値を定めているか？（例えば、N-1電源制限量の限界値と同じなど）
また、電源制限による周波数低下の結果、負荷制限（その後安定）に至ることは許容しているか？

【論点⑦：N-2故障で許容される社会的影響とは？】

◼ どこまでならN-2故障による供給支障を許容しているか？（運用容量を制約しない事象と見做しているか）

（参考） 各論点の補足説明
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11論点①② N-1故障・N-2故障の定義

◼ 電力系統に起こる故障（事故）の種類として、例えば交流（三相）の送電線（2回線）においては6つの設備が
存在することから、事故の発生確率等から、どの組合せ（故障様相）がN-1相当（発生確率高）なのかN-2相当
（発生確率低）なのか分類している。（代表的なN-1故障として3φ3LG、N-2故障として3φ6LGが挙げられる）

◼ また、送電線以外の設備（発電機・変圧器・母線など）は、当該機器には3つしか設備がない（3φ3LGまでしか
発生し得ない）ものの、事故の発生確率等から、各設備の故障自体をN-1相当かN-2相当か分類している。

出所）電気学会 実務に則した保護リレーシステム技術の基礎の学び方 調査専門委員会 資料より抜粋
https://bppr.ieejpes.org/wp-content/uploads/2021/10/【4-5章】入門書（初版パスなし）.pdf

【代表的なN-1故障：3φ3LG】

【代表的なN-2故障：3φ6LG】

健全

故障

健全

故障

1L 2L

1L 2L

https://bppr.ieejpes.org/wp-content/uploads/2021/10/【4-5章】入門書（初版パスなし）.pdf


12論点①② 送電線におけるN-1故障・N-2故障（アンケート結果）

◼ 送電線（2回線）における、N-1故障・N-2故障想定（同期安定性）のアンケート結果は下表のとおり。

◼ 送電線（2回線）においては、大きく「領域Ⅰ:1回線における故障（通常、N-1故障）」・「領域Ⅱ:2回線に跨る
故障のうち、ルート断に至らない様相（N-1 or N-2故障）」・「領域Ⅲ:2回線に跨る故障のうち、ルート断に至る
様相（通常、N-2故障）」の3つがあり、このうち領域Ⅰ、Ⅲについては連系線・各エリアとも共通であった。

◼ 一方、領域Ⅱにおいては、1φ2LGや2φ3LGをN-1故障と見做しているエリア、または、そもそも領域Ⅱ自体を検討
対象としていない（検討省略としている）エリアが見受けられた。

事故様相 北海道 東北 東京 中部 北陸 関西 中国 四国 九州 沖縄 連系線

●〇
〇〇
〇〇

1φ1LG

●〇
●〇
〇〇

2φ2LG

●〇
●〇
●〇

3φ3LG N-1 N-1 N-1 N-1 N-1 N-1 N-1 N-1 N-1 N-1 N-1

●●
〇〇
〇〇

1φ2LG N-1 N-1

●●
●〇
〇〇

2φ3LG N-1 N-2
N-1

(越嶺)

●●
●〇
●〇

3φ4LG N-2 N-2 N-2 N-2 N-2
N-2

(越嶺)

●●
●●
〇〇

2φ4LG

●●
●●
●●

3φ6LG N-2 N-2 N-2 N-2 N-2 N-2 N-2 N-2 N-2 N-2 N-2

※ 空欄については、「検討省略」との回答があった箇所

領域Ⅰ:1回線における故障（通常、N-1故障）

領域Ⅱ:2回線に跨る故障のうち、ルート断
に至らない様相（N-1 or N-2故障）

領域Ⅲ:2回線に跨る故障のうち、ルート断
に至る様相（通常、N-2故障）
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◼ 送電線（2回線）における事故の発生確率としては1φ1LGや2φ2LGの頻度が高く、代表的なN-1故障である
3φ3LGよりも電気的ショックが小さいことから、1φ1LGや2φ2LG等はN-1故障に包含することが一般的となる。

（参考） 送電線（2回線）における事故の発生確率

出所）電気学会「電力系統安定化システム工学」（横山明彦・太田宏次監修）より引用

領域Ⅰ 領域Ⅱ 領域Ⅰ （領域Ⅱ） 領域Ⅱ 領域Ⅰ （領域Ⅱ） 領域Ⅱ （領域Ⅱ）



14（参考） 事故様相に関する過去整理

出所）第3回 運用容量検討会（2016年1月28日）資料1より抜粋
https://www.occto.or.jp/iinkai/unyouyouryou/2015/2016_0128_unyouyouryou_3.html

◼ 同相欠相（1φ2LG）については、「N-1故障扱いで安定度電制対象としている（N-2故障扱いであれば安定度
電制対象としない）ケース」と「N-2故障扱いであっても安定度電制対象としているケース」が混在（詳細は後述）。

https://www.occto.or.jp/iinkai/unyouyouryou/2015/2016_0128_unyouyouryou_3.html


15論点①② 送電線以外の設備におけるN-1故障・N-2故障（アンケート結果）

◼ 続いて、送電線以外の設備（発電機・変圧器・母線等）における、主に同期安定性に関するN-1故障・N-2故障
想定のアンケート結果は下表のとおり。

◼ 送配電等業務指針では、送配電線、変圧器、発電機が故障設備として例示されているが、変圧器および発電機
については、制約要因にならないことが明白等の理由から、検討対象としていない（検討省略としている）エリアが
見受けられた。

◼ また、片母線については、N-1電制ガイドラインでは単一（N-1）故障想定に含めない（≒N-2以上の過酷想定）
整理とされている一方で、運用容量制約においては一部の連系線・エリアにおいてN-1故障想定としている。

※1 中部関西間、北陸関西間、中国四国間、中国九州間のみ
※2 空欄については、「検討省略」との回答があった箇所

想定設備 北海道 東北 東京 中部 北陸 関西 中国 四国 九州 沖縄 連系線

発電機 N-1 N-1

変圧器 N-1 N-1 N-1 N-1 N-1

片母線 N-2 N-2 N-1 N-1 N-2 N-1※1

その他
（Ry,CB）

N-2



16（参考） 連系線における同期安定性の想定故障

出所）第1回 将来の運用容量等の在り方に関する作業会（2024年7月19日）資料6より抜粋
https://www.occto.or.jp/iinkai/chouseiryoku/jukyuchousei/2024/2024_unyouyouryousagyoukai_01_haifu.html

https://www.occto.or.jp/iinkai/chouseiryoku/jukyuchousei/2024/2024_unyouyouryousagyoukai_01_haifu.html


17（参考） N-1電制ガイドラインにおけるN-1故障の扱い

出所）流通設備の整備計画の策定（送配電等業務指針第55条関連）におけるN-1電制の考え方について（2025年1月23日変更）（2025年1月23日）をもとに作成
https://www.occto.or.jp/access/oshirase/2018/181001_n-1densei_shiryou.html

https://www.occto.or.jp/access/oshirase/2018/181001_n-1densei_shiryou.html


18論点③④ N-1故障における安定の考え方

◼ N-1故障発生時、無制御で安定（発電・供給支障なし）であれば問題ない一方、不安定となる場合、そこを限界
潮流とする（制約要因になる）のか、系統制御（電源制限）織り込みにより安定化を図る（制約要因としない）
のか、あるいは供給支障による社会的影響が限定的※と考える（制約要因としない）といった対応が考えられる。

◼ また、系統制御（電源制限）は周波数低下を伴う対策であることから、原則供給支障が許容されないN-1故障に
対して、周波数低下限度（あるいは負荷側UFRの動作領域）を超える量の電源制限は実施できないため、電源
制限量の限界により安定限界潮流が定まる（制約要因となる）ケースもあると考えられる。

出所）第1回 将来の運用容量等の在り方に関する作業会（2024年7月19日）資料6より抜粋
https://www.occto.or.jp/iinkai/chouseiryoku/jukyuchousei/2024/2024_unyouyouryousagyoukai_01_haifu.html

※ N-1故障では原則、供給支障は許容しないが、社会的影響が限定的である場合は例外的に許容することとしている。

https://www.occto.or.jp/iinkai/chouseiryoku/jukyuchousei/2024/2024_unyouyouryousagyoukai_01_haifu.html


19論点③④ N-1故障における安定の考え方（アンケート結果）

◼ N-1故障における安定化の考え方に関するアンケート結果は下表のとおり。

◼ N-1供給支障を許容する限定的な社会的影響としては、短時間で復旧可能な小規模停電などが挙げられたが、
これらは1回線の送電線路から受電する需要場所のような特殊なケースが大半であり、基幹系のN-1故障において
不安定となり供給支障が生じるケースを問題なしと見做す（制約要因としない）考え方は殆どなかった。

◼ また、系統制御（電源制限）については大宗のエリアが織り込み「あり」としていたが、電制量上限の考え方に差異
があり、それによって安定限界潮流が変わる（制約要因となる）ケースも散見された。

※ 空欄については、当該制約要因における「N-1電制なし」との回答があった箇所

北海道 東北 東京 中部 北陸 関西 中国 四国 九州 沖縄 連系線

電制織込み
有無

あり あり あり あり
将来的
にあり

あり あり あり あり なし なし

電制量上限
（熱）

N-1電制
ガイドライン

N-1電制
ガイドライン

UFRの
動作に

至らない量

N-1電制
ガイドライン

N-1電制
ガイドライン

N-1電制
ガイドライン

N-1電制
ガイドライン

N-1電制
ガイドライン

N-1電制
ガイドライン

電制量上限
（安定度）

UFRの
動作に

至らない量

N-1電制
ガイドライン
(単機最大
脱落量)

59.1Hzの
UFR作動
させない量

N-1電制
ガイドライン

電制量上限
（電圧）

N-1電制
ガイドライン
(単機最大
脱落量)

N-1電制
ガイドライン

電制量上限
（周波数）

限定的な
社会的影響

• 小規模
• 短時間

復旧
基準なし

• 小規模
• 短時間

復旧
基準なし 基準なし 基準なし 基準なし

• 短時間
復旧

基準なし 基準なし 基準なし



20

◼ 主に熱容量等制約の解消（容量拡大）に用いられるN-1電制ガイドラインにおける電源制限量は、同一周波数
連系系統の単機最大ユニット容量を超えない範囲で、対象設備の設備実態や故障頻度等を踏まえつつ、各エリア
の一般送配電事業者で検討することとされている。（「常時の周波数変動に収める電制量」と「各エリアの予備力を
考慮した電制量」の小さい方の値を目安とすることとなっている）

（参考） N-1電制ガイドラインにおける電制量の考え方

出所）流通設備の整備計画の策定（送配電等業務指針第55条関連）におけるN-1電制の考え方について（2025年1月23日変更）（2025年1月23日）をもとに作成
https://www.occto.or.jp/access/oshirase/2018/181001_n-1densei_shiryou.html

https://www.occto.or.jp/access/oshirase/2018/181001_n-1densei_shiryou.html


21論点⑤⑥⑦ N-2故障における安定の考え方

◼ N-2故障発生時、無制御で安定（発電・供給支障なし）であれば問題ない一方、不安定となる場合、そこを限界
潮流とする（制約要因になる）のか、系統制御（電源制限・負荷制限）の織り込みにより安定化を図る（制約
要因としない）のか、あるいは発電・供給支障による社会的影響が限定的と考える（制約要因としない）といった
対応が考えられる。

◼ また、系統制御（電源制限）は周波数低下を伴う対策であるものの、N-2故障の供給支障は許容されているため、
電源制限量に実質上限を設けない（制約要因としない）対応もあれば、N-1故障時と同様、周波数低下限度
（あるいは負荷側UFRの動作領域）を超えない電源制限量によって安定限界潮流が定まる（制約要因となる）
ケースもあると考えられる。

N-2故障時に
無制御で安定か？

安定（発電・
供給支障なし）

不安定
（発電支障）

不安定
（供給支障）

発電支障による社会的影響
が限定的であればOK？

供給支障による社会的影響
が限定的であればOK？

問題なし（OK）

系統制御（電源制限）に
より安定化できればOK？

系統制御（負荷制限）に
より安定化できればOK？

電源制限による周波数低下で負荷
制限に至っても安定化できればOK？

負荷制限（停電）の長期化により
社会的影響が大きければNG？

⑤局所的脱調（系統制御なし）は許容されるのか？

⑥N-2電源制限量の限界値は？

⑦N-2故障で許容される社会的影響とは？

（負荷制限の在るべき姿で検討）
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◼ アンケート結果から、N-2故障における安定化の考え方としては大きく4類型が見受けられ、イメージは下図のとおり。

（参考） N-2故障における安定化方法の類型（イメージ）

L L G

電気所 電気所

G G

①N-2故障

③脱調発生/事故波及
防止リレーにより切り離し

②安定度
低下

④周波数低下

⑤UFRにより負荷遮断

L L G

電気所

Ⅰ

電気所

G G

①N-2故障

②脱調防止のため電制
③周波数低下

④UFRにより負荷遮断

L L G

電気所 電気所

G G

①N-2故障

③脱調発生/事故波及
防止リレーにより切り離し

②安定度
低下

運用容量制約
(負荷制限防止)

L L G

電気所 電気所

G

①N-2故障

②脱調防止のため電制

運用容量制約
(負荷制限防止)

G

【
類
型

】

類型Ⅰ 類型Ⅱ 類型Ⅲ 類型Ⅳ

電制/脱調 安定化電制により脱調防止 局所的脱調はリレーで事故波及防止（電制はなし）

負荷制限 UFR動作を許容しない UFR動作を許容 UFR動作を許容しない UFR動作を許容

運用容量 電制可能量によって決定 運用容量制約なし※ 脱落許容量により決定 運用容量制約なし

Ⅱ

【
類
型

】

Ⅲ

【
類
型

】

Ⅳ

【
類
型

】

※ 稀頻度のUFR動作を許容しているだけで、電制量の上限（運用容量制約）を設定している場合もある。



23論点⑤⑥⑦ N-2故障における安定の考え方（アンケート結果）

◼ N-2故障における安定化の考え方に関するアンケート結果は下表のとおり。

◼ 基幹系のN-2故障は影響（事故波及）が広範に及ぶため、供給支障量が限定的であるから許容というより、各種
対策を組み合わせ全系崩壊に至らないことを確認という考え方が大宗であった。他方、発電支障については局所的
脱調を許容しない／許容しつつも脱調分離リレーにより安定化できれば良い等、エリア毎に異なる考え方があった。

◼ また、系統制御の組み合わせ（電源制限＋負荷制限）については、許容する（実質電制量の上限がなく、制約
要因としない）エリアと、許容しない（電制量上限により制約要因になる）エリアがそれぞれ存在することを確認した。

◼ 地域間連系線においては、（周波数制約以外にも）N-2故障時の安定度電制が織り込まれているが、その際の
系統制御の組み合わせ（電源制限＋負荷制限）については許容有無が分かれている状況。

北海道 東北 東京 中部 北陸 関西 中国 四国 九州 沖縄 連系線

類型 Ⅲ Ⅰ Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅱ／Ⅳ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅲ Ⅰ／Ⅱ

電制織込み
有無

無し 有り 有り 有り 有り 有／無 有り 有り 有り 無し 有り

局所的脱調
許容有無

許容
許容
しない

許容
しない

許容
しない

許容
しない

許容しな
い／許容

許容
しない

許容
しない

許容
しない

許容
許容
しない

電制＋負制
許容有無

ー
負制まで
許容せず

負制も
許容

負制も
許容

負制まで
許容せず

負制も
許容

負制も
許容

負制も
許容

負制も
許容

ー 両方あり

電制量上限 ー
負制に

至るほどの
箇所なし

供給力
不足と

ならない量
上限なし

負制に
至るほどの
箇所なし

PVの不要
解列発生
しない量

PVの不要
解列発生
しない量

上限なし
PVの不要
解列発生
しない量

ー ※

限定的な
社会的影響

各種対策を組み合わせて全系崩壊に至らないことを確認（詳細は次頁）

※ 「供給力不足とならない量」と「負制に至るほどの箇所なし」が混在
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◼ N-2故障における社会的影響について、定性／定量基準双方のアンケートを行った結果については下表のとおり。

社会的影響（定性基準） 考え方/定量基準

系統の安定性
（全系崩壊の可能性）

• 同期安定度、電圧安定度、周波数基準を超過しないこと
• N-2故障により，全系電源の連鎖脱調を想定している
• アクセス検討結果に応じて系統安定化装置の制御対象とする
• N-2による発電支障が生じた場合でも、中西で定めている59.0Hzへ至らない場合は、影響が

限定的だと認識（負荷制限による周波数維持も許容）
• 電圧安定性、系統安定度及び周波数などの系統の安定性が維持できず、停電規模が大きく

社会的影響が懸念される場合などは、対策について個別に検討する
• 安定度維持面は中西安定度計算を元に安定度維持面での電源脱落量を決定し、系統安定

化装置を設置

供給支障量
• 大幅な供給支障は許容していない
• 原則として、健全箇所からの復旧が可能であることを確認して運用する（設備形成で考慮）

停電箇所/地域
• N-2故障に伴う電源脱落に対して過去実績を元に周波数低下限度（59.2Hz）となる電源

脱落量を算出しているほか系統安定化装置を設置

上位系への事故波及の可能性
• アクセス検討結果に応じて系統安定化装置の制御対象とする。
• 安定度計算（下位系事故継続で上位系発電機の脱調有無）結果により設備対策の有無を

判断

系統分断の可能性
• 系統分断後、供給支障が生じず安定した運転が継続できる場合は許容する
• 発電機と負荷が一定規模（数十万kW）以上で、安定化装置制御により単独系統を維持

できる蓋然性が高いか

供給力不足の可能性 • 供給力不足となるほどの電源脱落は許容していない（系統の不安定は許容していない）

（参考） N-2故障における社会的影響の考え方（詳細）
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26今後の検討の進め方

◼ 今回、大きく「N-1故障・N-2故障の定義」「N-1故障における安定の考え方」「N-2故障における安定の考え方」の
3つの論点について地域間連系線、各エリアの考え方（実態）の調査を行い、以下のような差異が存在した。

【論点①② N-1故障・N-2故障の定義】

➢ 2回線に跨る故障のうち、ルート断に至らない様相（通常、N-2故障）においては、1φ2LGや2φ3LGをN-1故障
と見做しているエリア、または、そもそも検討対象としていない（検討省略としている）エリアが見受けられた

➢ 片母線については、運用容量制約において一部の連系線・エリアにおいてN-1故障想定としていた

【論点③④ N-1故障における安定の考え方】

➢ 系統制御（電源制限）については大宗のエリアが織り込み「あり」としていたが、電制量上限の考え方に差異があり、
それによって安定限界潮流が変わる（制約要因となる）ケースも散見された

【論点⑤⑥⑦ N-2故障における安定の考え方】

➢ 発電支障については局所的脱調の許容有無が分かれる等、エリア毎に異なる考え方があることを確認した

➢ 系統制御の組み合わせ（電源制限＋負荷制限）については、許容する（実質電制量の上限がなく、制約要因
としない）エリアと、許容しない（電制量上限により制約要因になる）エリアがそれぞれ存在することを確認した

◼ 今後、上記の各論点（差異）については、地域間連系線との平仄等も踏まえ、合理的な考え方を深掘りしていく。


